
別紙 

仕 様 書 

 

１ 件  名 公用車両の定期点検整備 

２ 履行期間 

⑴ 契約締結日から令和８年（２０２６年）５月２９日まで（車両No.1） 

⑵ 契約締結日から令和８年（２０２６年）６月３０日まで（車両No.2・車両No.3） 

 

３ 履行場所 草加市上下水道部水道総務課が指定する場所  

４ 支払方法 業務完了払（１回払） 

５ 内  容 

 ⑴ 次の法令に基づく定期点検整備を行う。 

  ① 道路運送車両法（昭和二十六年六月一日法律第百八十五号） 

② 自動車点検基準（昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号） 

  ③ 自動車の点検及び整備に関する手引（国土交通省告示第三百十七号） 

 ⑵ 整備内容 

  ① 定期点検整備一式 

② エンジンオイル及びオイルエレメント交換 

※ メーカー純正品又は同等品以上を使用すること。 

 ⑶ 次の車両の定期点検整備を実施する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 費用範囲 

 ⑴ 本仕様に含まれる費用 

  ① 定期点検整備において、一般的に使用、交換又は消費される部品代等 

  ② 定期点検整備において、実施される作業、調整又は清掃等の処置に係る工賃、技術料等 

 ⑵ 本仕様に含まれない費用 

   車両又は部品等の状態により必要な修繕、清掃、交換、補充等に係る部品代、工賃、技術料等 

   ※ これらの費用が見込まれる場合は、担当課と協議すること。 

７ 車両の引取り及び納車について 

⑴ 車両の引取り及び納車は草加市水道庁舎とし、当該運搬等に係る経費は、受注者の負担とする。 

 ⑵ 車両の定期点検整備は個々の日程で実施するものとし、当該日程は、担当課と調整すること。 

なお、車両の引取りから納車まで、受注者の車両を指定位置に駐車することを認める。 

８ その他 

 ⑴ 定期点検整備中に予期せぬ修繕箇所を発見した場合は、直ちに担当課と協議すること。 

 ⑵ 予期せぬ修繕箇所を発見し、担当課と協議の上、修繕を実施する場合は、修繕前・修繕中・修繕

後の写真等の資料を車両引き渡し時に、担当に提出すること。 

⑶ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

車両No. 登録No. 
車名 

型式 

初年度 

登録年月 

定期点検整備 

期間満了日 
種別 用途 

自家用・ 

事業用の別 

No.1 
春日部502 

す 5212 

ﾆｯｻﾝ 

6AA-HC27 
R4.5 R8.5.31 小型 乗用 自家用 

No.2 
春日部800 

す8766 

ﾋﾉ 

TKG-XZC605M 
H28.12 R8.6.30 普通 

特殊 

（給水車） 
自家用 

No.3 
春日部800 

す1633 

ﾋﾉ 

 LD-RZU300M 
H17.12 R8.6.30 普通 

特殊 

（給水車） 
自家用 



 ⑷ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

⑸ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条及び草

加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９条の規定に基づ 

き、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受

けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署

に通報すること。 

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

⑹ 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することができ

るよう努めること。 

⑺ 仕様書に疑義が生じたときは、担当課と協議すること。 

 ⑻ 履行期間中に本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等の変更によるこ 

となく、その内容を遵守すること。 

９ 問合せ先 

 ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 

   草加市上下水道部水道総務課経営係 

   電話０４８－９２０－５６７７（直通） 

 ⑵ 契約締結後の問合せ先 

   草加市上下水道部水道総務課管理係 

電話０４８－９２５－３１３２（直通） 

  

 


